
米をめぐる状況について

平成２７年３月
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(単位：万トン）

年 x 需要量(y)

８/９ 1 943.8 

９/10 2 912.9 

10/11 3 907.3 

11/12 4 885.9 

12/13 5 911.5 

13/14 6 872.1 

14/15 7 894.7 

15/16 8 861.6 

16/17 9 865.4 

17/18 10 851.7 

18/19 11 837.5 

19/20 12 854.5 

20/21 13 823.6 

21/22 14 814.1 

22/23 15 820.0 

23/24 16 813.3 

24/25 17 781.1 

25/26 18 786.6 

26/27 19 778.2 （推計値）

27/28 20 769.9 （推計値）

y = -8.3585x + 937.05

R² = 0.9378
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770

全国ベースで

毎年８万トン程度
需要量が減少

○ 米の１人当たりの年間消費量は、昭和37年度をピークに一貫して減少傾向にある。具体的には、37年度には118㎏の米を消
費していたのが、平成25年度には、その半分程度の57㎏にまで減少している。

○ また、米の需要量は毎年約８万トンずつの減少傾向にある。

資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人１年当たり供給純食料の値である。

○米の年間1人あたり消費量の推移 ○米の需要量の推移

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（H26.11）

米の消費に関する動向
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〔21年度〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：159万ha

加工用米：2.6万ha

新規需要米：1.8万ha

非主食用米計：4.4万ha
麦

17万ha
大豆
12万ha

〔22年度〕 水稲作付面積：166万ha

主食用米：158万ha

加工用米：3.9万ha

新規需要米：3.7万ha

非主食用米計：7.6万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

非主食用米計：10.6万ha

〔23年度〕 水稲作付面積：163万ha

主食用米：153万ha

加工用米：2.8万ha
新規需要米：6.6万ha

備蓄米：1.2万ha 麦
17万ha

大豆
12万ha

非主食用米計：11.6万ha

〔24年度〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：152万ha

加工用米：3.3万ha
新規需要米：6.8万ha

備蓄米：1.5万ha
麦

17万ha
大豆
11万ha

〔20年度〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：160万ha

加工用米：2.7万ha

新規需要米：1.2万ha

非主食用米計：4.0万ha

大豆
13万ha

麦
17万ha

非主食用米計：12.5万ha

〔25年度〕 水稲作付面積：165万ha

主食用米：152万ha

加工用米：3.8万ha
新規需要米：5.4万ha

備蓄米：3.3万ha
麦

17万ha
大豆
11万ha

○ 平成20年以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の非主食用米の拡大で対応されている。こうした取組を進めることで、水田が
フルに活用され、生産者等の主体的経営判断による需要に応じた米生産の推進が期待される。

通年不作付地：18.1万ha

非主食用米計：16.5万ha

〔26年度〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：147万ha

加工用米：4.9万ha
新規需要米：7.1万ha

備蓄米：4.5万ha
麦

17万ha
大豆
11万ha

水田における土地利用の状況

２



（単位：千トン）

用途

年産

注１：主食用米については、作物統計（農林水産省統計部）の値である。
注２：加工用米については実績値で、平成26年産は平成26年10月15日現在の値である。
注３：備蓄米については、政府買入実績値で、平成26年産は落札数量である。
注４：新規需要米については計画生産量で、平成26年産は平成26年10月15日現在の値である。
注５：新規需要米の「酒造用」は「需要に応じた米生産の推進に関する要領」に基づき生産数量目標の枠外で生産された玄米を指す。
注６：その他については、わら専用稲、青刈り用稲、バイオエタノール用米等である。
注７：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。
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平成22年産

米までは

主食用とし

て生産。

３

米の用途別・年産別、生産量の推移



資料：農林水産省調べ

注１：価格には、運賃、包装代、消費税相当額(５％。ただし、25年産の26年４月分以降は８％)が含まれている。

　２：グラフの左側は各年産の平均価格（注３）、それ以降は月ごとの価格の推移。

　３：平均価格とは、当該年産の出回りから翌年10月（26年産は出回りから翌年1月）までの通年平均である。
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9月 10月 11月 12月

翌年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

（円/60ｋｇ）

18年産 19年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 25年産 26年産

相対取引価格の推移（税込）

0

平成23年産(15,215円)

平成26年産(12,153円)

平成22年産(12,711円)

平成24年産(16,501円)

平成18年産(15,203円)

平成25年産(14,341円)

平成19年産(14,164円)

平成20年産(15,146円)

平成21年産(14,470円)

年産平均価格 月 別 価 格
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○ 26年産米の平成27年1月の相対取引価格については、全農県本部・経済連等が卸売業者等に提示した相対取引基準価格
が前年より▲2,000円～▲3,000円程度引き下げられたことから12,078円となったところ。

〇 相対取引価格については、今後も引き続き、動向を注視する必要。

相対取引価格の動向

４



（概算金単位：円/60kg、１等）　（相対取引基準価格単位：円/60kg、１等、包装代・税込）（相対取引価格単位：円/60kg、１等、包装代・税込）

25年産 26年産 対前年差 25年産 26年産 対前年差 25年産 26年産 対前年差

① ② ③=②-① ④ ⑤ ⑥=⑤-④ ⑦ ⑧ ⑨=⑧-⑦ ⑩=⑥-③ ⑪=⑧-②

北 海 道 ななつぼし 12,000 10,000 ▲ 2,000 14,757 13,180 ▲ 1,577 14,006 12,443 ▲ 1,563 + 423 + 2,443 
青 森 つがるロマン 10,800 7,600 ▲ 3,200 14,547 11,830 ▲ 2,717 12,942 9,946 ▲ 2,996 + 483 + 2,346 
岩 手 ひとめぼれ Ａ地区 11,200 8,400 ▲ 2,800 14,967 13,018 ▲ 1,949 14,290 11,616 ▲ 2,674 + 851 + 3,216 
宮 城 ひとめぼれ 11,200 8,400 ▲ 2,800 15,387 13,342 ▲ 2,045 14,320 11,858 ▲ 2,462 + 755 + 3,458 
秋 田 あきたこまち 11,500 8,500 ▲ 3,000 15,597 13,342 ▲ 2,255 14,513 11,712 ▲ 2,801 + 745 + 3,212 
山 形 はえぬき 11,000 8,500 ▲ 2,500 15,177 12,586 ▲ 2,591 13,457 11,180 ▲ 2,277 ▲ 91 + 2,680 

コシヒカリ 会津 12,100 10,000 ▲ 2,100 16,227 14,530 ▲ 1,697 15,582 13,439 ▲ 2,143 + 403 + 3,439 
コシヒカリ 中通り 11,100 7,200 ▲ 3,900 15,702 12,586 ▲ 3,116 12,892 9,899 ▲ 2,993 + 784 + 2,699 

茨 城 コシヒカリ 11,500 9,000 ▲ 2,500 16,437 13,666 ▲ 2,771 14,253 11,607 ▲ 2,646 ▲ 271 + 2,607 
栃 木 コシヒカリ 11,800 8,000 ▲ 3,800 16,437 13,666 ▲ 2,771 14,705 11,068 ▲ 3,637 + 1,029 + 3,068 
埼 玉 コシヒカリ Ａ地区 12,100 8,000 ▲ 4,100 15,597 13,126 ▲ 2,471 - 10,768 - + 1,629 + 2,768 
千 葉 コシヒカリ 11,700 9,000 ▲ 2,700 16,437 13,666 ▲ 2,771 14,297 11,583 ▲ 2,714 ▲ 71 + 2,583 
神 奈 川 キヌヒカリ 11,300 10,200 ▲ 1,100 14,232 13,126 ▲ 1,106 - - - ▲ 6 -

コシヒカリ 一般 13,700 12,000 ▲ 1,700 17,277 16,366 ▲ 911 16,569 15,546 ▲ 1,023 + 789 + 3,546 
こしいぶき 11,700 9,000 ▲ 2,700 14,862 12,586 ▲ 2,276 14,216 12,034 ▲ 2,182 + 424 + 3,034 

富 山 コシヒカリ 12,300 10,500 ▲ 1,800 15,912 14,530 ▲ 1,382 15,154 13,172 ▲ 1,982 + 418 + 2,672 
石 川 コシヒカリ 12,000 10,000 ▲ 2,000 15,912 14,206 ▲ 1,706 15,006 13,101 ▲ 1,905 + 294 + 3,101 
岐 阜 コシヒカリ 特Ａ 12,200 9,700 ▲ 2,500 16,380 13,932 ▲ 2,448 15,101 12,341 ▲ 2,760 + 52 + 2,641 
福 井 コシヒカリ 12,000 10,000 ▲ 2,000 16,437 14,206 ▲ 2,231 15,220 12,836 ▲ 2,384 ▲ 231 + 2,836 
三 重 コシヒカリ 一般 11,700 9,000 ▲ 2,700 16,437 13,666 ▲ 2,771 14,715 12,791 ▲ 1,924 ▲ 71 + 3,791 
静 岡 コシヒカリ 12,060 9,300 ▲ 2,760 16,542 13,450 ▲ 3,092 15,454 13,253 ▲ 2,201 ▲ 332 + 3,953 
愛 知 コシヒカリ 12,400 9,100 ▲ 3,300 15,923 13,462 ▲ 2,461 - - - + 839 -
滋 賀 コシヒカリ 12,300 9,200 ▲ 3,100 15,912 13,666 ▲ 2,246 15,606 12,968 ▲ 2,638 + 854 + 3,768 
鳥 取 コシヒカリ 12,000 9,200 ▲ 2,800 15,912 13,666 ▲ 2,246 14,313 12,146 ▲ 2,167 + 554 + 2,946 
島 根 コシヒカリ 12,200 9,000 ▲ 3,200 16,437 13,666 ▲ 2,771 15,173 12,511 ▲ 2,662 + 429 + 3,511 
岡 山 ヒノヒカリ 10,822 8,300 ▲ 2,522 14,967 12,154 ▲ 2,813 13,654 11,003 ▲ 2,651 ▲ 291 + 2,703 
広 島 コシヒカリ 12,000 9,400 ▲ 2,600 15,540 13,176 ▲ 2,364 14,020 12,499 ▲ 1,521 + 236 + 3,099 
山 口 コシヒカリ 12,240 9,000 ▲ 3,240 16,437 13,450 ▲ 2,987 14,806 12,181 ▲ 2,625 + 253 + 3,181 
福 岡 夢つくし 12,600 10,620 ▲ 1,980 16,962 15,286 ▲ 1,676 16,665 14,939 ▲ 1,726 + 304 + 4,319 
佐 賀 夢しずく 10,000 8,000 ▲ 2,000 15,492 13,342 ▲ 2,150 13,944 12,119 ▲ 1,825 ▲ 150 + 4,119 
長 崎 コシヒカリ 12,300 10,400 ▲ 1,900 16,962 14,206 ▲ 2,756 15,672 13,915 ▲ 1,757 ▲ 856 + 3,515 
熊 本 コシヒカリ 12,240 10,740 ▲ 1,500 16,962 14,530 ▲ 2,432 15,491 13,469 ▲ 2,022 ▲ 932 + 2,729 

概算金と
相対基準価格の差

概算金(26年産)と
相対取引価格(26年産)の

差

福 島

新 潟

相対取引価格(1月の価格)

産地銘柄

概算金 相対取引基準価格

注１： 相対取引価格は、各年1月分の価格である。
２： 消費税率は、26年産については８％、25年産については５％を適用している。
３： 農林水産省が調査・公表している相対取引価格の調査対象事業者は、一定規模以上の集荷業者が対象（年間の販売数量5,000トン以上等）。

26年産米の概算金・相対取引基準価格・相対取引価格の動向について

５



5048

10
20
30
40
50
60
70
80
90

H24.9 H25.1 5 9 H26.1 5 9 H27.1

高くなる
↑

②‐イ 国内の主食用米の”向こう３ヶ月の米価水準”について、”現

時点と比較”してどうなると考えていますか。（全体）

↓
低くなる

15,444

11,232

12,420

10,800

11,340

（15,546）

（11,068）

（12,443）

（11,180）

（11,712）

9,000
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9/17 10/7 11/4 12/2 1/6 2/3 3/3

出典： 米穀市況速報 ※ 原則火曜日公表

注１： 図中のカッコ書きの価格は相対取引価格であり、2月27日(金)に公表した1月分の価格。

注２： それ以外の価格は業者間取引価格であり、3月3日(火)の価格（東京着値基準）。

単位：円/60kg
（包装代・税込 ）

新潟コシヒカリ(一般)

栃木コシヒカリ

北海道ななつぼし

９月 → ← 10月 → ← 11月 → ← 12月 →

山形はえぬき

← １月 →

秋田あきたこまち

← ２月 →

太線：相対取引価格

破線：業者間取引価格

← ３月 →

相対取引価格と業者間取引価格の対比（26年産米・27年3月3日現在）、米取引関係者の判断

米取引関係者の判断(米穀機構による調査、平成２７年２月）（抜粋）

○ 米取引関係者に対して、需給動向や価格水準などの取引動向に関す
るアンケートを実施し、その結果をＤＩとして算出したものであ
る）。

主食用米の米価水準

・見通し判断ＤＩ（向こう３ヶ月）
前月からの増減 －２ （今月の数値 ４８）

※ 当月の数値が前月と比較し100に近づけば、「米価水準が高い」/
「米価水準が高くなる」という見方が前月より強くなり、反対に０に
近づけば、「米価水準が低い」/「米価水準が低くなる」という見方

が前月より強くなった傾向を示します。

国内の主食用米の需給及び価格動向に関する判断

出典：「米取引関係者の判断に関する調査結果」（米穀機構が3月5日に公表）

６



26年産米への対応について

当年産の販売収入の合計が標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、
国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補塡します。
国からの交付金は、農業者が積み立てた積立金の３倍の額が上限です。

都道府県等地域単位で算定

標準的収入

当年産収入過去の５年
のうち、 高
・ 低を除く
３年の平均
収入

米の
差額

麦の
差額

大豆の
差額

品目ごと
の収入
差額を合
算

補てん
金

収入減
の９割 農業者【１】

国費【３】

収入減少が発生

・・
・

農業者１：国３

の割合で補てん

○ 減収補てんのためのナラシ対策

【全体で、前年同額の2,770億円を27年度概算決定】
・戦略作物助成

飼料用米等について、収量に応じて5.5万～10.5万円／10a
・耕畜連携助成（飼料用米のわら利用等）
・多収性専用品種（産地交付金に追加配分）

・配合飼料供給体制整備促進事業
（飼料用米の供給モデル構築） ４億円

・飼料用米の利用拡大に向けた畜産機械リース事業 59億円

全農が、60万トンの目標を掲げ、都道府県ごとに飼料用米の生産
拡大に取り組む。このための全農による買取りスキームを創設。

○ 飼料用米等の一層の拡大

○ 水田活用の直接支払交付金

5.5～10.5万円／10a

○ 施設・機械の設備等への支援【26年度補正予算】

○ 生産者団体による飼料用米の生産拡大

1.3万円／10a

1.2万円／10a

平成27年度予算 【収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） 802億円（所要額）】
【収入減少影響緩和対策移行円滑化対策 385億円】

○ 米価の変動について、26年産においては、
①収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） （収入減少の９割を農業者１国３で拠出した資金から補てんする対策）

②26年産に限り、ナラシ対策に加入していない者に対する対策 （農業者の拠出なく、ナラシ対策の国費相当分の５割を補てんする対策）

により、減収補てんを実施。 ※全国平均・相対取引価格換算でみると約15,000円/60kgを下回った場合補てん

○ 米の需給の安定のために主食用米から需要のある飼料用米等への転換を進めるとともに、ナラシ対策の加入促進を進めて
いくことが重要。

７



標準的収入

当年産収入

過去の５年の
うち、 高・

低を除く
３年の平均
収入

15,000円 1,500円

ナラシ対策
補てん金

1,350円

国費 1,012円

円滑化対策
補てん金

（1,012円×1/2）

農業者１：国３
の割合で積立金を

拠出

9
割 506円

13,500円

農業者拠出 338円

収入減少

仮に、
標準的収入額が15,000円／60kgで、
当年産収入が13,500円／60kgの場合

収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策等）イメージ
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ナラシ移行のための円滑化対策（２６年産限り）

（１）交付対象者 （２）交付対象品目

米26年産の米の直接支払交付金の交付対象者
のうち、ナラシ対策に加入していない者

（３）補てん額

26年産のナラシ対策で米の補填が行われる場合は、ナラシ対策の国費分相当
の５割を交付します。農業者の拠出は求めません。

（１）交付対象者 （２）交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家消費
米相当分として一律10a控除して算定

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革に
そぐわない面があることから、26年産米から単価を7,500円/10aに削減した上で、
平成29年産までの時限措置として実施します（平成30年産から廃止）。

米の直接支払交付金（7,500円/10a）

米の生産数量目標(面積換算値)に従って、販
売目的で生産(耕作)する販売農家･集落営農

平成26年産において規模要件が残る収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）に加
入できない者の27年産からのナラシへの移行を円滑に進めるため、平成26年産に
限り、予算措置で、農業者の拠出を求めずに対策を実施します。

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

（１）交付対象者

収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるよう、
農業者拠出に基づくセーフティーネットとして、引き続き実施します。

（２）交付対象品目

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

認定農業者・集落営農のうち一定規模以上の者

都府県 ４ha、北海道10ha、
集落営農20ha以上等、市町村特認あり

（３）補てん額

当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割
を、
国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補塡します。国からの交付金は、
農業者が積み立てた積立金の３倍の額が上限です。

※ 27年産からは、平成26年６月に成立した改正担い手法に基づき、認定農業者、
集落営農、認定新規就農者を対象に実施します（いずれも規模要件は課しませ
ん）。

都 道 府 県 単 位 で 算 定

米の
標準的収入

26年産米の
収入

21～25年産
のうち、 高
・ 低を除く
３年の平均
収入

収入減
の９割

【１】

【３】
ナラシ対策の
国費相当分の
５割（１/２）

補てん額

農業者の拠出
は求めません

都道府県等地域単位で算定

標準的収入

当年産収入過去の５年
のうち、 高
・ 低を除く
３年の平均
収入

米の
差額

麦の
差額

大豆の
差額

品目ごと
の収入
差額を合
算

補てん
金

収入減
の９割 農業者【１】

国費【３】

収入減少が発生

・
・
・

農業者１：国３

の割合で補てん

米に係る経営所得安定対策の概要
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「平成26年産米等への対応について」（平成26年11月14日農林水産省公表）①

１ 緊急対策

（１）当面の資金繰り対策

① 農林漁業セーフティネット資金の融資の円滑化や実質無利子化。
・ 稲作農家に対する農林漁業セーフティネット資金の円滑な融通を図るよう、日本政策金融公庫に指示（11月14日関連通知を発出）。
・ 平成26年産米の生産者に対する農林漁業セーフティネット資金について貸付当初１年間実質無利子化（11月14日要綱を改正）。

② 既存資金の償還猶予に係る関係機関への要請。
・ 個別の経営状況に応じた既貸付金の償還猶予などの措置を適切に講じるよう、関係金融機関に要請（11月14日関連通知を発出）。

③ 米の直接支払交付金の年内支払い。
・ 米の直接支払交付金について、基本的に12月15日までに交付を完了するよう対応（10月30日関連通知を発出済）。

（２）ナラシ対策（米価が下落した際に収入を補てんする保険的制度）の運用改善

平成26年産については、青死米が平年水準を大きく超えて発生し、作況の単収を用いてナラシ対策の当年産収入額を算定することが適切でない地域
があることに鑑み、国と当該都道府県が協議の上、実態を踏まえた単収の調整を行う。

（３）早期の追加支払の要請

（４）周年安定供給のための売り急ぎ防止対策（民間の取組）

仮渡金の追加払いについて可能な限り早期に行うよう、全国生産出荷団体等に要請（11月14日関連通知を発出）。

民間団体（（公社）米穀安定供給確保支援機構）において、自らの資金を活用し、長期計画的に販売される米に対する保管料等の支援を検討。

２ 主食用米以外の作物の本作化

３ 飼料用米の取組の推進

① 水田活用の直接支払交付金について必要な予算の確保。
② 食料・農業・農村基本計画において、飼料用米等の戦略作物の生産目標を検討。

① 全国生産出荷団体の直接買取スキームの導入に必要な省令改正を11月中を目途に実施。
② 各都道府県の需要を踏まえた多収性専用品種の種子の確保。
③ 生産・利用拡大、供給体制整備のための機械・設備等の導入支援の拡充を検討。
④ 各都道府県ごとに設立した推進協議会を通じた働きかけの強化。
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「平成26年産米等への対応について」（平成26年11月14日農林水産省公表）②

４ 需要に応じた生産を進めるための安定取引の拡大や情報提供の充実

① 国による一層分かりやすく、きめ細かな情報提供の充実。
② 産地と卸売事業者等の間の複数年契約、播種前契約等の安定取引の拡大等に向け、米の集荷・流通関係者からなる研究会を12月に立ち上げ、方策
を検討。

５ 米の需要拡大・輸出の促進

６ 農地集積の円滑な推進

業務用米の安定取引の推進等米の需要拡大策を引き続き行うとともに、オールジャパンでの米輸出の取組体制を早ければ年内に整え、輸出拡大を支
援。

米価下落の中でも、米の生産コスト削減を進めつつ、担い手への農地集積・集約化が円滑に進むよう、受け手となる担い手の機械・施設の整備の拡
充、農地中間管理機構による集積・集約化等の着実な推進を検討。

７ 平成27年度に向けたナラシ対策への加入推進

① ナラシ対策の対象となる認定農業者、集落営農のナラシ対策加入要件の緩和（規模要件を廃止するとともに、集落営農については法人化計画を不
要とすること等）についての周知徹底と確認（11月14日関連通知を発出）。

② 集落営農の組織化等の支援の拡充を検討。

８ 地方公共団体、農業者団体を含めた現場への周知徹底

米に関する現行の制度に加え、農業経営へのセーフティネットであるナラシ対策、飼料用米への支援策等について、地方公共団体や農業者団体を含
め、現場においてきめ細かく周知（個々の農家までチラシの配布、説明会の実施等）。

９ 平成27年産米の生産数量目標の適切な設定

平成27年産米の生産数量目標については、非主食用米への自主的な転換の取組も踏まえながら、11月中に適切に設定。
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対象者

○ 農地中間管理機構から農地を借り受けている農業者 ○ 認定農業者 ○ 認定新規就農者

○ 集落営農 ○ 人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体

○ 農業者が組織する団体（５戸以上。都道府県農業再生協議会長が特に必要と認める場合にあっては３戸以上。）

平成27年産主食用米

取組実績の報告を忘れず
に行ってくださいね！

計画書に従って
２７年産米の生産へ！

① 最寄りの地域農業再
生協議会に申込書※を
提出。

※申込書、生産コスト低減計画書は、お近くの
地域農業再生協議会にお問い合わせください。
以下のホームページでもダウンロードできます。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/nosan/inasaku_kyouka.html

支援対象となる取組メニュー

助成金額（万円）

1ha未満 1ha以上2ha未満 2ha以上

２．０ ３．０
１ha単位で

２万円ずつ増

Ａ、Ｂ、Ｃいずれかひとつに対し、支援を受けることができます。 ※ 助成を受けた農業者は、取組実績を報告する必要があります。

プール育苗

堆肥散布

電話番号

農林水産省 生産局農産部穀物課 03‐3597‐0191

北海道農政事務所 農政推進部農政推進課 011‐642‐5473

東北農政局 生産部生産振興課 022‐263‐1111

関東農政局 生産部生産振興課 048‐740‐0409

北陸農政局 生産部生産振興課 076‐232‐4302

東海農政局 生産部生産振興課 052‐223‐4622

近畿農政局 生産部生産振興課 075‐414‐9020

中国四国農政局 生産部生産振興課 086‐224‐9411

九州農政局 生産部生産振興課 096‐211‐9663

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部生産振興課 098‐866‐1653

お問い合わせ先

ＨＰアドレス：http://www.maff.go.jp/j/seisan/nosan/inasaku_kyouka.html

支援を受けるためには・・・

② 生産コスト低減計画※

を作成し、計画に基づき
取組を行うことを約束。

A

・農業機械の共同利用

B

助成金額（万円）

7ha未満
7ha以上
10ha未満

10ha以上
15ha未満

15ha以上
20ha未満

20ha以上

２５．０ ４２．５ ６２．５ ８７．５ １２５

助成金額（万円）

1ha未満 1ha以上2ha未満 2ha以上

５．０ ７．５ 1ha単位で
5万円ずつ増

Ｃ

直播栽培の実施肥料・農薬代などの資材費の低減や労働時間を短縮する取組を２
つ以上実施

農業機械の共同利用

（取組例）
・堆肥散布と土壌分析を踏まえた施肥を実施
・プール育苗と流し込み施肥を実施

※：20ha以上は41万円に固定

※：20ha以上は102.5万円に固定

対象作物

12

稲作農業の体質強化緊急対策事業

締め切りは、
平成２７年
３月１９日(木)です！

③ 地域農業再生
協議会から支援。



水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農
業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活
用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

（１）支援内容

① 戦略作物助成

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ３５，０００円／10ａ

ＷＣＳ用稲 ８０，０００円／10ａ

加工用米 ２０，０００円／10ａ

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

５５，０００円～１０５，０００円／10a

助成額
（円/10a）

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg

単収（kg/10a）530380

5.5万

8.0万

（標準単収値）

10.5万

680※ ※ ※

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

収量が上がるほど助成額が

増えるのかぁ・・・

努力が報われる仕組みだね！

・ 数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認を受けていることを

条件とします。

・ ※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たっては、
市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用します。

② 二毛作助成

 水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助
成の対象作物同士の組み合わせによる二毛作を支援します。

１５，０００円／10a

 耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を支援しま
す。

作付パターン（例） 交付金額（10ａ当たり）

主食用米 ＋ 麦 （米の直接支払） ＋ １．５万円

麦 ＋ 大豆 ３．５万円 ＋ １．５万円

飼料用米 ＋ 麦 ５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円

米粉用米 ＋ 飼料用米 ５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円

 地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、
大豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取
組等を支援します。

 国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会
が助成内容（交付対象作物・取組・単価等）を設定できます。

 また、地域の取組に応じた追加配分（下表参照）を行います。

対象作物 取組内容 追加配分単価

飼料用米
米粉用米

多収性専用品種への取組 １２，０００円/10a

加工用米 複数年契約（３年間）の取組 １２，０００円/10a

備蓄米

平成27年産政府備蓄米の買入
入札における落札
※ 平成23年度に県別優先枠として配分した6万
トンについては対象外。

７，５００円/10a

そば
なたね

作付の取組
２０，０００円/10a（基幹作）

１５，０００円/10a（二毛作）

③ 耕畜連携助成

１３，０００円／10a

④ 産地交付金

なお、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回ることとなる
都道府県に対して追加配分（５，０００円/10a）します。 13



○ マッチング活動の取組体制

農林水産省（本省・農政局等）

畜
産
農
家

耕
種
農
家

都道府県、県農業再生協議会

地域農業再生協議会
①

②
③

① 新たに飼料用米の供給を希望する畜産農家の連絡先や希望

数量・価格等の取引条件を聞き取り、需要者情報としてとりまと

め、産地側（地域再生協・耕種農家等）へ提供

② 地域（再生協）における飼料用米の作付面積や数量を聞き取

り、産地情報として取りまとめ、利用側（畜産農家等）へ提供

③ 各関係機関が連携し、マッチング活動を推進

○ 飼料用米に関する日本飼料工業会のメッセージ
（平成26年5月23日公表）

（組合員メーカーによる需要見込量）

本年３月に日本飼料工業会が実施した組合

員による飼料用米の需要量調査の結果、

・ 平成２６年産の需要量は約４１万トン。

・ 中長期的にみた需要量は２００万トン弱。

○ 27年産飼料用米については、畜産農家から新たに173件、約3.6万トンの供給希望が寄せられており、生産要望
のある耕種農家とのマッチングを実施。さらに、全農グループ飼料会社において60万トン（MA米・備蓄米含む）、日
本飼料工業会において41万トン（中・長期的には約200万トン）の需要があるなど、配合飼料メーカーからの要望も
あり、農林水産省としてもこれらのマッチング活動を推進。

○ ２７年産飼料用米の生産・利用拡大に向けては、全国、地方ブロック、各県（地域）段階において推進体制を整
備し、生産・流通・利用にかかる各種課題解決に向けた取組を総合的に推進。

・畜産農家の新規需要量：173件（約3.6万トン）
（平成27年1月30日現在の報告分）

・全農グループ飼料会社：年間60.0万トン
（使用可能数量：MA米・備蓄米含む）

・（協）日本飼料工業会組合員工場：年間40.8万トン
（MA米・備蓄米を含まない）

○ 27年産に係る飼料用米の需要量（平成27年2月）

飼料用米のマッチングの取組状況
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●飼料用米の利用拡大に向けた畜産機械
リース事業（26補正:59億円）

例：米粉砕機、飼料保管タンク、混合機等の導入

→飼料用米の円滑な生産等を推進するため、
その利用・保管に係る機械等のリース導入を
支援。

●強い農業づくり交付金(26予算:234億円の内数､26補正：176億円の内数、
27予算：231億円の内数)

例２：カントリーエレベーターを
増築し、飼料用米にも対応

例１：飼料用米のカントリー
エレベーターを新設

→飼料用米の生産拡大に対応するための施設の新設・増築や
機能向上を支援。（※単独施設での整備も可能だが、周辺に
利用率が低い施設があれば、複数施設の再編を行う。）

→自給飼料（飼料用米を含む）生産拡大
に対応するために必要な施設整備を
支援。（ ※長期の利用供給に関する
協定を締結すること等が条件。）

○ 産地で必要とされている飼料用米保管施設（カントリーエレベーター、飼料保管タンク、飼料用米保管庫等）の整備を
支援。なお、施設整備に伴う産地の負担を軽減する観点から地域の既存施設の有効活用を図ることが基本。

○ 畜産農家が利用する機械等の導入や配合飼料の供給体制の整備を支援。

●攻めの農業実践緊急対策
(25補正:350億円)

→既存の複数施設の機能強化や用途転
換により有効活用するため必要な設備
のリース導入。（※単独施設ではなく、
複数施設の再編合理化が条件。）

例：カントリーエレベーターを再編し、既
存のサイロの１つを飼料用米専用に
利用

飼料保管タンク 混合機米粉砕機

●配合飼料供給体制整備促進事業

（26補正：４億円）

例１：産地段階
バラ出荷施設導入

例2：配合飼料工場段階
受入、保管、加工施設等の整備

→飼料用米を活用した配合飼料の供給・利用の促進等
のための飼料供給体制の整備を支援。

稲作農家が受益となる施設 畜産農家が受益となる施設

●産地活性化総合対策事業のうち
農畜産業機械等リース支援事業
(26予算:29億円の内数､27予算:23億円の
内数)

例：水稲湛水直播機、汎用コンバイン等

→多収性専用品種を用いた低コスト栽培技術の
実証・普及に必要な機械のリース導入を支援。

例：TMRセンターに飼料用米
保管タンクを増設

飼料用米の利用拡大のための機械・施設整備等に対する支援について
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平成27年産飼料用米の大幅な拡大に向けた取組

全国生産者団体（全農）の取組 国の対応

①60万トン（26年産の３倍強）の目標

現 行 全農による直接買取スキーム導入後

○全国生産者団体（全農）が創設するス
キームを可能とするための省令改正

○多収性専用品種の種子の確保

○各県段階に行政、生産者団体、畜産団
体、普及センター等が一体となった推進
協議会を設立

○飼料用米の生産・利用拡大、供給体制
の整備のための施設・機械の導入支援

ＪＡ等

大
手
配
合
飼
料
工
場

生産者

・26年産の２倍の10万トン分の種子を確保
（26年産：６万トン（飼料用米全体の４割））

・不足が見込まれる品種について、今年収穫される籾
を種子に転換して必要量を確保

・県ごとに課題を整理したカルテを作成し、取組の強
化が必要な項目を働きかけ
・全農政局において既に取組を実施している地区等で
現地検討会を開催し、低コスト技術等を普及

・強い農業づくり交付金
【26補正：176億、27予算：231億円】

・配合飼料供給体制整備促進事業 【26補正：４億円】
・飼料用米の利用拡大に向けた畜産機械リース事業

【26補正：59億円】

地
元
畜
産
農
家

大
手
配
合
飼
料
工
場全国生産者団体

（全農）

ＪＡ等で適正な
手数料を得にくい

販
売
先
確
保

が
難
し
い

生産者

ＪＡ等の保管
場所の確保
が難しい

・現行省令では、飼料用米など用途限定米穀につい
て、横流れ防止の観点から生産者と需要者の直接取
引のみを認めていたが、今回、需要先が特定されてい
ることを前提に、全農等への販売ができるよう改正。

全農自身が広域的な販
売先を確保し、保管、流
通も対応

販売委託

全農はＪＡ等に適正な
業務委託料を支払

○ 全国生産者団体（全農）においては、27年産の飼料用米について、60万トン（26年産の３倍強）の目標を掲げ、都道府県毎に

飼料用米に拡大に取り組む方針。

○ また、これを確実に進めるため、全農が直接、生産者から飼料用米を買い取り、自ら保管・流通・販売するスキームを創設す

る方針であり、飼料用米の拡大に取り組む上での課題解決に向けて大きく前進。

遠隔地の配合飼料工場

直接販売
地
元
畜
産
農
家

遠隔地の配合飼料工場

全国生産者団体
（全農）

業務委託

全
農
が
全
国
ベ
ー
ス
で
一
元
的
に
流
通
を
行
う

こ
と
で
流
通
の
円
滑
化
、
経
費
の
合
理
化

②全農による飼料用米の直接買取りスキーム

ＪＡ等

遠隔地への
輸送経費が高い

生産者対応
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○ 飼料用米の利活用に際しては、単なる輸入とうもろこしの代替飼料として利用するのみならず、その特徴を活か
して畜産物の高付加価値化を図ろうとする取組が見られる。

○ 国産飼料であることや水田の利活用に有効であること等をアピールしつつ、飼料用米の取組に理解を示す消費
者層等から支持を集めつつある。

やまと豚米らぶ

■ 畜産経営：フリーデン（養豚、神奈川県平塚市 （岩手県大東農場））
■ 飼料用米生産：岩手県一関市（主に大東地区）
■ 畜産物販売者：阪急オアシス（関西）、明治屋・ヨシケイ埼玉（関東）
■ 特 徴：

中山間地域の休耕田で生産する
飼料用米を軸に、水田と養豚を
結びつけた資源循環型システムを
確立。飼料用米を15％配合した
飼料を給与し「やまと豚米らぶ」

として販売。

こめ育ち豚

■ 畜産経営：平田牧場（養豚、山形県酒田市）
■ 飼料用米生産：山形県遊佐町、酒田市

栃木県那須塩原市、宮城県加美町 等
■ 畜産物販売者：生活クラブ生活協同組合 等
■ 特 徴：

産直提携で平成8年から実験
取組を開始。平牧三元豚で10％、
金華豚で15％飼料用米を配合
した飼料を給与。

豊の米卵

■ 畜産経営：鈴木養鶏場（養鶏、大分県日出町）
■ 飼料用米生産：大分県内全域
■ 畜産物販売：地元百貨店、直売所等
■ 特 徴：

飼料用米を20％配合した飼料を給与
し、生産した卵を大分県産の米を活用
した「豊の米卵（とよのこめたまご）」
として販売。

こめたま

■ 畜産経営：トキワ養鶏（養鶏、青森県藤崎町）
■ 飼料用米生産：青森県藤崎町
■ 畜産物販売：地元デパート、直売所、

パルシステム生活協同組合連合会 等
■ 特 徴：

飼料用米を 大68％配合した飼料
を給与し、卵黄が｢レモンイエロー｣
の特徴ある卵（「こめたま」）を販売。
トキワ養鶏のインターネットサイト
でも販売を開始。

とよ こめ たまごまい

飼料用米を活用した畜産物の高付加価値に向けた取組
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○ 昨年決定した農林水産業・地域の活力創造プランにおいては、30年産以降は、行政による生産数量目標の配分に
頼らないで、生産者や集荷業者・団体が需要に応じた生産を行うこととされている。

○ このプランの方向性に即して着実に改革を進めていくため、27年産の生産数量目標の設定等から工夫していくこ
とが必要。

27年産 28年産 29年産 30年産

行
政
に
よ
る
配
分
に
頼
ら
な
い

農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
決
定

生
産
数
量
目
標
の
設
定
等
の

工
夫

○農林水産業・地域の活力創造プラン（抄）
平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定

定着状況をみながら、５年後を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・
団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況となるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組む。

数
量
目
標
達
成
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る

米
の
直
接
支
払
交
付
金
の
廃
止

生
産
数
量
目
標
の
設
定
等
の

更
な
る
工
夫

農林水産業・地域の活力創造プランと毎年の生産数量目標の設定

28
年
産
の
実
施
状
況
を

踏
ま
え
つ
つ
検
討
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全国 765万ﾄﾝ(100%)

Ａ県 43万ﾄﾝ (5.6%)

Ｂ県 36万ﾄﾝ (4.7%)

Ｃ県 35万ﾄﾝ (4.6%)

「生産数量目標」
以下なら

7,500円/10aの対象

生産数量目標と併せて自主的取組参考値を付記
(27年産)

【生産数量目標】

「生産数量目標」
以下なら

7,500円/10aの対象

…
…

27年産以降の生産数量目標の設定について

【自主的取組参考値】

全国 751万ﾄﾝ (100%) ～ 739万ﾄﾝ(100%)

Ａ県 42万ﾄﾝ (5.6%) ～ 41万ﾄﾝ (5.6%)

Ｂ県 35万ﾄﾝ (4.7%) ～ 34万ﾄﾝ (4.7%)

Ｃ県 34万ﾄﾝ (4.5%) ～ 33万ﾄﾝ (4.5%)

これまでのやり方(生産数量目標のみ)
(26年産)

○ 平成30年産から生産者、集荷業者等が自ら生産量を判断できるよう、生産数量目標の設定・配分に工夫が必要
（これまでの生産数量目標のみでは、都道府県段階などで自ら需要の動向を把握して戦略的に主食用米や非主食
用米の生産量を考えようとする気運が生まれない。）。

○ 27年産の生産数量目標については、需給の安定が図られるよう、需要の見通しを基本に、毎年の需要減、豊作
不作分等の最近の需給動向を踏まえて、適切な水準に 「生産数量目標」を設定することが大前提。

○ その上で、上記の生産数量目標を下回る数値で、仮にこれだけ生産すれば、生産の次年度の期末在庫数量が過
去の平均水準に近づくこととなるものとして機械的に算定した「都道府県段階における自主的取組参考値」を付
記。

各県の過去の需要実績
(６中４)のシェアで配分

各県同じ
シェアで深掘り

これまでの配分ルールと同じ

シェア シェアシェア
【生産数量目標】

…
…

※ なお、自主的取組参考値の都道府県段階から市町村等への配分の方法については、主食用米の販売戦略
や非主食用米への転換方針を踏まえて、都道府県段階において自主的に決定。

※需給の安定が
図られるよう

適切な水準で設定

※需給の安定が
図られるよう

適切な水準で設定

仮にこれだけ生産
すれば、生産の次
年度の期末在庫数
量が過去の平均水
準に近づくこととな
るものとして機械的
に算定
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【自主的取組参考値】

全国 ○○○万ﾄﾝ (100%) ～ □□□万ﾄﾝ (100%)

Ａ県 ○○万ﾄﾝ (5.6%) ～ □□万ﾄﾝ (5.6%)

Ｂ県 ○○万ﾄﾝ (4.7%) ～ □□万ﾄﾝ (4.7%)

Ｃ県 ○○万ﾄﾝ (4.5%) ～ □□万ﾄﾝ (4.5%)

27年産

【生産数量目標】

「生産数量目標」
以下なら

7,500円/10aの対象

（参考）2８年産以降の生産数量目標のさらなる工夫のイメージ

【自主的取組参考値】

全国 751万ﾄﾝ (100%) ～ 739万ﾄﾝ(100%)

Ａ県 42万ﾄﾝ (5.6%) ～ 41万ﾄﾝ(5.6%)

Ｂ県 35万ﾄﾝ (4.7%) ～ 34万ﾄﾝ(4.7%)

Ｃ県 34万ﾄﾝ (4.5%) ～ 33万ﾄﾝ(4.5%)

…
…

… 各県の過去の需要実績
(６中４)のシェアで配分

28年産

【生産数量目標】

「生産数量目標」
以下なら

7,500円/10aの対象

シェア

27年産の生産実績に
かかわらず27年産と

同じシェアで固定

…
…

…

シェアシェアシェア

各県同じ
シェアで深掘り

○ 仮に28年産以降も27年産と同一の方式で配分した場合、27年産において自主的に飼料用米に転換し、生産数
量目標を下回って主食用米を生産した都道府県ほど29年産の生産数量目標の減少につながり、不公平となるおそれ。

○ このため、28年産の配分については、27年産の各都道府県別のシェアを固定して配分することを基本とするこ
とにより、このような不公平をなくし、27年産において安心して飼料用米の転換に取り組める環境を整える（な
お、シェアを固定して配分すれば、県間調整を行っても、次年度の配分に影響を与えないので、県間調整による適
地適作が進むこととなる）。

各県同じ
シェアで深掘り
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見直し後の生産のイメージ（５年後（平成30年産から）を目途）

○ 国は、
① 全国ベースの需給見通しの情報発信に加え、産地別にきめ細かく需要実績や販売進捗・在庫などの情報を提供。
② 併せて、飼料用米等の作付についてのインセンティブを拡大。

○ 都道府県・地域段階の協議会では、作物ごとの作付ビジョン（「水田フル活用ビジョン」）を策定し、適宜、非主食用米や
麦、大豆、地域作物等の作付を誘導。

○ 生産者や集荷業者は、これらを踏まえて、経営判断や販売戦略に基づきどのような作物をどれだけ生産・販売するかを
決定。

○ 消費者ニーズに応じた麦、大豆、地域作物等の魅力ある産地づくりを推進。

→ こうした仕組みにより、水田のフル活用
を行いつつ、需要に応じた主食用米の生
産を円滑に行うことが可能となります。

・ 年末から春先にかけて、

① 主食用米の需給見通しや自都道
府県産の在庫量等

② 非主食用米の需要（ビジョン）

③ 麦、大豆、地域作物等の需要（ビ
ジョン）

等を踏まえて、主食用米と非主食用
米のどちらにどれだけ振り向けるの
か、また、麦、大豆、地域作物等をど
れくらい作付けるのか、生産者と集荷
業者が相談。自ら販売している生産
者は主体的な経営判断に基づいて
決定。

国

主食用米の
集荷・販売

都道府県・地域
段階の協議会

作物ごとの作付
ビジョンを策定

主食用米

よりきめ細かい都道府県レ
ベルでの販売進捗や在庫情
報、価格情報を提供

飼料用米等のイン
センティブを拡大

集荷業者

非主食用米の
集荷・販売

策定に参画

米の生産・出荷
（水田のフル活用）

農 家

非主食用米
（飼料用米、米粉用米、加工用

米等）

麦、大豆、
地域作物等の

集荷・販売

麦、大豆、
地域作物等の

生産・出荷

麦、大豆、
地域作物等
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